
 

平成 27年５月 13日 

 

 

九州各地から宮島・瀬戸内へのご旅行にピッタリの 

「宮島・瀬戸内ぐるりんきっぷ」が便利になって再登場！ 

 

ＪＲ九州では、広島までの往復ＪＲ券と、宮島・瀬戸内周辺の観光施設及び交通機関の利用券等が   

セットになったおトクな「宮島・瀬戸内ぐるりんきっぷ」を、平成 27年度も発売します。 

なお、これまで「ぐるりんパス」（２名さま以上での利用）としていた九州新幹線主要駅の久留米、

熊本・新八代、鹿児島中央駅発を「ぐるりんきっぷ」とし、１名さまからご利用いただけるようになり

ます。また、佐賀、長崎方面からご利用の場合は新鳥栖での新幹線乗り継ぎを可能とする見直しを行い

ました。 

 ぜひこの機会に、「宮島・瀬戸内ぐるりんきっぷ」でお出かけください。 

 

 

 １ きっぷのご利用期間等 ※詳細別紙 

(1)  ご利用期間 

平成 27年５月 21日～平成 28年４月３日 

※平成 27年５月 21日出発分から平成 28年４月１日出発分まで発売 

  

(2)  発売期間 

       平成 27年５月 20日～平成 28年３月 31日 ※出発日前日までの発売 

   

(3)  きっぷの内容 

   ・ １名さまからご利用いただけます。 

・ 出発駅から現地まで在来線特急列車及び九州・山陽新幹線（のぞみ・みずほ含む）普通車 

 指定席をご利用いただけます。 

    ・ 宮島・瀬戸内周辺は自由周遊区間となります。 

 

２ ご利用にあたってのご注意 

 (1) 出発日前日までの発売です。 

(2) 有効期間は 3日間です。 

(3) 各発駅～新幹線の降車駅は広島駅となります。新岩国駅、東広島駅及び三原駅での新幹線の 

  乗降はできません。 

(4) 宮島・瀬戸内自由周遊区間内は、ＪＲの普通列車普通車自由席に乗り降り自由です。 

(5) 宮島・瀬戸内自由周遊区間内は、ＪＲ以外のバスや路面電車等（指定路線に限る）に乗り降り 

自由です。 

(6)  観光施設（計５施設）の入館券・入場券がセットされます。 

(7)  出発地周辺のＪＲ九州の主な駅、駅旅行センター、ＪＲ九州旅行支店、主な旅行会社で発売 

します。 
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別紙 

「宮島・瀬戸内ぐるりんきっぷ」 
 
(1) 設定区間及びおねだん(大人お一人さまあたり※こども半額) 
 

 

区間 おねだん 
通常の往復の 

ＪＲのおねだん 
おトク額※ 

久 留 米 

宮島・瀬戸内 

自由周遊区間 

19,600円 20,800円 1,200円 

熊本・新八代 25,300円 26,660円 1,360円 

鹿児島中央 34,000円 35,340円 1,340円 

佐   賀 19,500円 22,560円 3,060円 

長   崎 23,500円 27,380円 3,880円 

佐 世 保 22,600円 25,640円 3,040円 

大 分 20,500円 23,920円 3,420円 

 
※  おトク額は、出発地から広島まで、在来線特急指定席及び新幹線普通車指定席を利用した場合の 

「通常期の所定のおねだん」と「宮島・瀬戸内ぐるりんきっぷ」の発売額との比較です。 

なお、所定のおねだんは久留米、熊本・新八代、鹿児島中央発については直通の「さくら」を利用した

場合、佐賀、長崎方面発のご利用は新鳥栖駅で新幹線乗り継ぎをした場合で算出しております。 

 

 (2) 自由周遊区間 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「宮島・瀬戸内ぐるりんパス」（施設利用券）及び「かえり用」のきっぷを提示することにより、

広島電鉄株式会社の路面電車全線、並びに宮島（厳島港）～広島港、広島港～江田島（小用港）、

江田島（小用港）～呉港間の瀬戸内シーライン株式会社の定期航路、広島港～呉港間の瀬戸内海

汽船株式会社、石崎汽船株式会社、ＪＲ西日本宮島フェリー株式会社全航路及び広島市内循環  

バス「ひろしまめいぷる～ぷ」に有効期間内に限り、何度でも自由に乗り降りできます。 

 

・自由周遊区間内は、普通列車普通車自由席が、有効期間内に限り何度でも自由に乗り降りでき 

ます。（新幹線・特急列車の乗車は不可） 

 

(3) ご利用いただける観光施設等(一部を除き有効期間中何度でも入場(館)可) 

・「宮島・瀬戸内ぐるりんパス」（施設利用券）の提示により、縮景園、大和ミュージアム、 

広島城に入場できます。なお、広島城は１回のみの入場となります。 

 

・ 「宮島・瀬戸内ぐるりんパス」（施設利用券）及び「引換券」の提示により、厳島神社、 

厳島神社宝物館に１回に限り入場できます。 

 

 


